
平成２８年度 離職した介護人材の再就職準備金貸付 

 募 集 要 項 

制度の概要 

 この制度は、離職した介護人材のうち一定の知識及び経験を有する方に対し、介護職員等（介護職

員処遇改善加算の算定要件とされる職種をいう。以下同じ。）として再就職するための準備資金を貸

し付けることにより、潜在介護福祉士等の呼び戻しを促進することを目的としています。 

 

１ 応募資格 

 岡山県に住民登録をしている方で、次の全ての要件を満たす方 

（１） 介護職員等としての実務経験を、１年以上（雇用期間が通算365日以上かつ介護等の業務に従

事した期間が180 日以上）有する方 

（２） 介護人材として求められる一定の知識及び経験を有する方として認められる次のいずれかに該

当する方 

① 介護福祉士 

② 実務者研修施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した方 

③ 介護職員初任者研修、介護職員基礎研修、ホームヘルパー１級課程、ホームヘルパー２級課 

程を修了した方 

（３） 介護職員処遇改善加算を算定している施設・事業所（以下「介護職場」という。）に、介護職

員等として就労する方 

（４） 直近の介護職員等としての離職日から、介護職員等として再就労する日までの間に、原則とし

て、岡山県福祉人材センターに求職の登録を行った方 

 

２ 貸付額等 

（１）20 万円を上限とします。ただし、貸付回数は、一人当たり一回限りとします。 

なお、貸付対象となる経費の例示は、次のとおりです。 

○子どもの預け先を探す際の活動費 

○介護にかかる軽微な情報収集や学び直しのための講習会参加経費又は参考図書等の購

入費 

○靴や訪問介護員等として利用者の居宅を訪問する際に必要となる道具又は当該道具を

入れる鞄等の費用 

〇敷金、礼金、又は転居費など転居に伴う費用 

○通勤用の自転車等の購入費 

○その他、必要と認められる経費 

（２）貸付利子 

無利子。ただし、返還期間を過ぎても返済が済んでいない場合は、その残額に対して、年５％

の延滞利子がかかります。 

 

３ 募集期限    平成２９年３月３１日（金）まで 

 

 

  



４  連帯保証人 

（１）貸付を受けようとする方は、連帯保証人が1 名必要です。連帯保証人は独立した生計を営む保

証能力の確実な成年者としてください。 

（２）借入申込者が未成年者である場合の連帯保証人は、法定代理人（親権者、未成年後見人等）

でなければなりません。 

 

５ 貸付金の返還免除 

 （１）再就職準備金貸付を受けた方が、次の①又は②のいずれかに該当する場合には、申請により

貸付金の返還債務が免除されます。 

   ① 介護職員等として就労した日から、県内において、２年間引き続き、介護職員等の業務に従

事したとき。なお、法人における人事異動等により、貸付けを受けた方の意思によらず、岡山

県外において介護職員等の業務に従事した期間についても算入します。 

また、災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により介護職員等の業務に従事できなかっ

た場合でも、引き続き従事しているものとして取り扱いますが、期間には算入しません。 

② 介護職員等として従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心

身の故障のため介護職員等として継続して従事することができなくなったとき。 

（２）再就職準備資金の貸付を受けた方が、次の①に該当するに至った場合には、貸付額（既に返

還を受けた金額を除く。）にかかる返還の債務を定める範囲内において免除します。 

① 死亡し、又は障がいにより貸付を受けた再就職準備資金を返還することができなくなったと

き。返還の債務の額（既に返還を受けた金額を除く。以下同じ。）の全部又は一部。 

６ 返 還 

 再就職準備資金の貸付を受けた方が、次のいずれかに該当する場合（災害、疾病、負傷、その

他やむを得ない事由がある場合を除く。）には、次のそれぞれに規定する事由が生じた日の属す

る月の翌月から１２ヶ月以内に、月賦又は半年賦の均等払い方式等により返還しなければなりま

せん。 

（１）貸付契約が解除されたとき 

（２）県内において、介護職員等の業務に従事する意思がなくなったとき。 

（３）業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。 

 

７  返還の猶予 

再就職準備資金の貸付を受けた方が、次のいずれかに該当する場合には、その間の返還を猶予し

ます。 

（１）県内において介護職員等の業務に従事しているとき。 

（２）災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により貸付金を返還することが困難であると認め

られるとき。 

（３）廃業等の事由により、やむを得ず離職したが、次の介護職場への求職活動を続けていて、新

たな介護職場への就職が決定するまでの期間。 

 

  



申込方法等 

１ 申込時の提出書類 

再就職準備資金の貸付を希望する方は、岡山県福祉人材センターへ登録（期限有効なもの）のうえ、

「再就職準備金借入申込書（様式第１号の３）」に次の書類を添付してください、下記「書類の提出

先及び貸付のお問合わせ先」まで提出してください。 

提出の際は、簡易書留または特定記録郵便で郵送してください。普通郵便で郵送し、不着等の 

事故が生じた場合には本会では責任を負いません。 

◎提出書類 

①再就職準備金借入申込書（様式第１号の３） 

 （注１）借入申込者および連帯保証人のそれぞれにご理解いただき、自筆での署名と捺印が必要です。 

② 岡山県福祉人材センターの登録カードの写し 

③ 住民票の写し（世帯全員の写し：申請日より3か月以内のもの） 

※ 個人番号（マイナンバー）の記載がないもの 

④ 介護職員等として１年間実務に従事していたことを証する「業務従事期間証明書」（様式第２１

号） 

⑤ 資格証明書又は研修修了書の写し 

⑥ 再就職準備資金利用計画書（別添様式） 

⑦ 再就職（内定・決定）証明書（様式第２２号）[就職決定後には、雇用契約書の写しを提出] 

⑧ 連帯保証人の平成２８年度所得・課税証明書（平成２７年中の所得に対応するもの） 

⑨ 個人情報の取扱いについての同意書 

 

２ 貸付決定又は不承認の通知 

  貸付が決定した方、不承認になった方のいずれにも通知します。 

   ※審査内容や不承認の理由に関するお問合せにはお答えできませんので予め御了承ください。 

３ 貸付決定後の提出書類 

  貸付決定を受けた方は、次の書類を提出していただきます。提出がなければ、借入れを辞退した

ものとみなします。 

 (1)借用証書（本人が作成。未成年者の場合、法定代理人（親権者等）の同意が必要。） 

  （注）連帯保証人及び法定代理人（親権者等）の印鑑は印鑑登録されたものを使用してください。 

 (2)本人および連帯保証人の印鑑登録証明書 １通 

  （注）市町村長から３か月以内に交付されたものに限ります。 

 (3)口座振込申出書（本人名義の口座に限ります。） 

書類の提出先及び貸付のお問合せ先 

  〒700-0807 岡山市北区南方２丁目１３－１ きらめきプラザ内 

  社会福祉法人岡山県社会福祉協議会 地域福祉部 生活福祉資金班  

TEL ０８６－２２６－３５４４（直通） 

岡山県福祉人材センターの登録に関するお問合せ先 

   社会福祉法人岡山県社会福祉協議会 福祉経営支援部 岡山県福祉人材センター 

TEL ０８６－２２６－３５０７（直通） 


